
 

  仙北市ふるさと就職応援金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、仙北市内に居住する市内就職者に仙北市ふるさと就職応

援金（以下「応援金」という。）を交付することにより、市内への移住定住を

促すとともに、市内企業の雇用の安定と活性化を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「新規学卒者等」とは学校教育法(昭和２２年法律第

２６号)第１条に規定する学校若しくは専門知識及び技術を習得するための専

門学校等を卒業した者又は職業能力開発促進法(昭和４４年法律第６４号)第１

５条の７第１項に規定する公共職業能力開発施設において長期間の訓練課程

を修了した者で、当該学校を卒業した日から１年以内に市内の事業所等に正社

員として就職し、かつ、市内に住所を有する３０歳未満の者をいう。 

 

（応援金交付対象者） 

第３条 応援金交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。 

（１） 申請日現在において住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基

づく住民登録がされており、現に居住していること。 

（２） 対象者が市税、使用料及び手数料等を滞納していないこと。 

（３） 対象者が公務員（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条

第１項に規定する国家公務員及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２条に規定する地方公務員をいう。）又は独立行政法人（独立行政法

人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定するもの）若

しくは地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２条第１項に規定するもの）に就職した者でないこと。 

（４） 個人事業者（ただし、農林漁業を除く。）又は中小企業者及び小規模

企業者（中小企業基本法（昭和３８年７月２０日法律第１５４号）第２条

第１項及び第５項に規定するもの）、社会福祉法人（社会福祉法（昭和２６

年法律第４５号）第２２条に規定するもの）、医療法人（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第３９条に規定するもの）に就職した者であること。 

（５） 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号から第５号に規定する暴力団の構成員で

ないこと。 

（６） 世帯員に外国人を含む場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定

法（昭和２６年政令第３１９号）その他の法令に基づき、日本国に永住権



 

を有している者であること。 

 

（応援金の額等） 

第４条 応援金として５０，０００円を交付する。 

 

（交付の申請及び決定） 

第５条 応援金の交付を受けようとする者は、応援金交付申請書（様式第１号）

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、以前交付を受

けた者が再度申請することはできない。 

（１） 住民票 

（２） 在職証明書（様式第２号） 

（３） 労働条件通知書（雇用通知書）の写し 

（４） 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し（中小企業者のみ） 

（５） 卒業を証明する書類 

（６） 納税証明書（未成年者は除く） 

（７） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、就職後同一事業所において６ヶ月を経過した日から３ヶ月

以内に申請をすることとする。 

３ 市長は、第１項の申請書の内容を審査した上で応援金の交付を決定すると

ともに、応援金交付決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

 

（応援金の請求） 

第６条 市長に対する応援金の請求は、応援金請求書（様式第４号）によらな

ければならない。 

 

（応援金の返還命令） 

第７条 市長は、応援金の交付決定を受けた者が、次のいずれかに該当すると

認めたときは、その交付の決定を取り消すとともに、交付した応援金の全部又

は一部の返還を命ずることができる。ただし、災害その他特別な事由により市

長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

（１） 第３条に規定する資格要件等に変更や虚偽の内容が認められたとき。 

（２） その他不正な手段によって応援金の交付を受けたとき。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 



 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


